
三鷹市シルバー人材センター 

学  習  班 

個人指導をお引き受けするにあたって 

 

個人指導は、ご希望に沿って学習班の指導員が補習指導を行います。 

まずは、当センターに「補習教科や日時など」ご希望をお申し出ください。 

ご希望に沿った担当指導員を選定し、後日、面接の日程をご相談します。 

面接のとき、ご希望を伺いながら、１～３項を確認し、４項以下の条件でお引き受け 

します。 

１．指導の内容が学習班の指導員で対応できること。 

２．指導の日と時間帯 

指導は週に２回まで、１回当たり１時間とします。 

３．指導場所 

保護者様宅または指導員宅とします。 

４．お申し込みの引き受けと解消 

指導は、原則として年度を期間としてお引き受けします。 

なお、初期３カ月間の実施状況によっては、指導を解消させていただくことがあり

ます。 

５．指導料 

指導料 1時間 2,486円 （令和８年 4月～） 

毎月の指導実績時間により算定し、月末締め翌月中旬頃までに請求書を郵送いたしま

す。請求書到着後、２週間以内にお振込みお願いします。（コンビニ支払い可）なお、

振込手数料はご負担願います。 

６．交通費 

保護者様宅で指導を行うとき、交通費の負担をお願いする場合があります。 

交通費は指導料に合わせて請求します。 

７．指導日・時間の変更とお休みについて 

学校行事などにより指導を受けることが出来ないときは、早めに指導員にご連絡く

ださい。日時の変更などをご相談します 

また、指導員の都合により変更やお休みをさせていただくこともありますので、ご

了承いただきますようお願いいたします。 

なお、前日までにご連絡なく休まれたときは、やむを得ない事情のない限り、指導

料を請求させていただきます。 

 


